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会  議  録 

会 議 名 第３２期小金井市公民館運営審議会第１６回審議会 

事 務 局 公民館 

開 催 日 時 平成２７年３月２６日（木）午前１０時から１１時３０分 

開 催 場 所 公民館本館学習室Ａ・Ｂ 

出 席 委 員 
佐々木副委員長 亘理委員 山田委員 小島委員 立川委員 

宮澤委員 清水委員 神島委員 

欠 席 委 員 藤井委員長 今城委員 

事 務 局 員 
前島公民館長 山﨑庶務係長 若藤事業係長 大野主査 松本主査 

倉澤副主査 和田副主査 

貫井北分館事業 

運 営 受 託 者 
ＮＰＯ法人 市民の図書館・公民館こがねい 村山貫井北分館長 

傍 聴 の 可 否  可 傍 聴 者 数   ７名 

傍聴不可・一部不可

の場合は、その理由 
 

会 議 次 第 

１ 報告事項 

(1) 公民館業務の見直しについて 

(2) 都公連委員部会運営委員会について 

(3) 平成２７年度公民館運営審議会等日程について 

(4) 公民館事業の報告について 

２ 協議事項 

(1) 東京都公民館連絡協議会委員部会委員、定期総会代議員（２名）

の選出について 

３ 審議事項 

(1) 公民館事業の計画について 

(2) 小金井市公民館手帳（案）について 

(3) その他 

４ 配付資料 

(1) 平成２７年度公民館運営審議会開催日程案 

(2) 都公連委員部会要望書 

(3) 公民館事業の報告・計画 

(4) 小金井市公民館手帳（案）前回指摘事項 

(5) 小金井市公民館手帳（案）第６，７章 

(6) 月刊こうみんかん３月号・４月号 

(7) きたまち空間第 12号、KITAMACHIユース vol.10 

(8) 第１５回審議会会議録 
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会  議  結  果 

佐々木副委員長        おはようございます。きょうは藤井委員長が急に欠席ということで、

私も風邪ぎみで休もうかなと思ったんですが、来てよかったなと思って

おります。 

 それでは、きょうも報告事項、協議事項、審議事項、盛りだくさんの

ようでございます。１時間半の予定でございますので、できるだけ効率

的に進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは最初に館長からよろしくお願いいたします。 

前島公民館長  改めましておはようございます。よろしくお願いいたします。 

 皆様にあらかじめお配りしておりました第１５回の会議録について、

ご承認いただきたいと思いますが、こちらのほうご承認いただけますで

しょうか。 

委 員 全 員  はい。 

前島公民館長  ありがとうございます。 

 それでは、資料の説明から入らせていただきたいと思います。 

山﨑庶務係長  既に事前にご配付しております資料といたしまして、平成２７年度の

公運審の日程の案、公民館事業の報告・計画、小金井市公民館手帳（案）

の前回ご指摘いただいた部分、山田さんがおつくりくださいました。も

う１点、小金井市公民館手帳、今回ご審議いただく第６章、第７章、月

刊こうみんかん３月号、きたまち空間第 12号、KITAMACHIユース 10号、

会議録でございます。 

 本日ご配付しておりますのが、都公連のほうでご検討いただいた要望

書と月刊公民館４月号でございます。ご確認のほどよろしくお願いいた

します。 

佐々木副委員長        この要望書はあれかな。 

亘 理 委 員  後ほどご説明いたします。 

山﨑庶務係長  すみません、ちょっと項目に入れなかったんですが、委員部会の報告

もこれで。 

佐々木副委員長        そうですか。委員部会の運営委員会についてというところでいいんで

すかね、都公連の。そこで要望書についてお話しいただきたいと思いま

す。 

山﨑庶務係長  はい。 

 

１ 報告事項 

 (1) 公民館業務の見直しについて 

佐々木副委員長        それでは、最初に報告事項のほうに入らせていただきます。 

 （１）公民館業務の見直しについて。事務局、よろしくお願いします。 

前島公民館長  公民館業務の見直しについてということであります。 

 東センターについての公民館運営をＮＰＯ法人のほうに委託すると

いうことで進めてきております。 

 昨日まで議会のほうが開催されておりまして、結果的に予算のほうは

可決いたしましたが、付帯決議ということで、議会のほうからいただい
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ております。今いただいたというか、そろえたばかりで、皆さんのほう

にはお配りしていないんですが。 

 ちょっと読み上げさせていただきます。 

 小金井市の図書館サービス、公民館業務の運営については市民協働、

公民連携の理念に基づき、平成２６年４月からＮＰＯ法人による貫井北

センターの運営が開始されたところである。平成２７年度からは、さら

に東センターの事業運営委託についても同ＮＰＯ法人への委託が開始

されようとしているが、この委託の進め方や同ＮＰＯ法人の事業運営の

あり方について、市議会で委託の賛否も含めて一定の意見が出されてい

る。 

 平成２７年第１回市議会定例会において、市長から提案された本件予

算には、当該事業運営委託に関する予算が計上されているところである

が、予算特別委員会における本件予算の質疑に鑑み、小金井市公民館運

営審議会及び小金井市図書館協議会の答申を尊重し、委託先であるＮＰ

Ｏ法人との合意が得られ、業務が遺漏なく行われることが確認でき、改

めて市議会の理解が得られるまで、関連する予算の執行を停止するよう

求める。 

 以上決議する。 

 という内容でございます。したがいまして、付帯決議がついていると

いうことで、今申し上げたところになりますが、皆様方からいただいた

答申、こちらのほう、問題事項等を挙げられております。こちらをまず

クリアしていかなくちゃいけないという形となっております。 

 それと、議会のほうで話題になっていたのが、ＮＰＯ法人のほうの内

部の体制といえば内部のことということで、議会の質疑で出たというこ

とはＮＰＯ法人さんのほうもあまりいい思いはしなかったんじゃない

かと思いますが、理事会が１０カ月間開かれていないとか、そういうお

話も出ておりました。また、そういった中で、体力的にＮＰＯ法人さん

のほうでできるのかというお話になっておりました。 

 一定、市民協働ということからすれば、企画というか計画の段階から

でもそういったものを動かすのもあったんではないかというのが多か

ったかなというふうに記憶しております。 

 したがいまして、こちらとしては予算可決後にお願いしていくという

ことで考えておりましたので、引き続きそちらのほうは、これからＮＰ

Ｏ法人のほうと意思疎通を図りながらお願いしていくという形になる

かとは思いますが、いずれにしてもこういった決議が出ておりますの

で、一つずつやっていくという形にはなります。 

 ただ、だからといって事務局としては、目指すところはまずは８月と

いうところはあるんですけれども、そこまでにクリアできれば、それは

それでいくのかなと。ですから、執行を停止するよというお話にはあり

ますが、これが適切に執行できるように、まずはこのまま引き続き努力

はしていくということしか、ちょっと今は言えないんですけど。そうい

うことであります。 
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 したがいまして、公民館運営審議会の皆さんのほうには、また、１年

たったところの評価というところもございますので、またちょっと練り

直して、また利用者のアンケートから始めさせていただいて評価。評価

項目については、一定委託の部分については１回やっていただいたもの

があるかと思いますけれども、そのほかに、やはり評価というか、どう

だったのかというところを考えていかなくちゃいけないところがある

と思いますので、ちょっと私のほうもそこをまだ整理しきれていないの

で、またご相談させていただきながら、全体的なセンターの運営がどう

だったかということを一定評価させていただこうかなという思いでい

るところであります。 

 アンケート等ございますので、すぐ始めたとしても、おそらく５月ぐ

らいにまたご協力いただくようになるのかなという、一定の思いがござ

いますので、またその節は評価のほう、ご協力いただきたいなというふ

うな思いでおります。 

 それと、東センターの利用者の懇談会を実施させていただいておりま

す。２月２２、２３日、あと昨日３月２５日、そしてきょうの夜も懇談

会を開催させていただくことになっております。２月につきましては市

報の掲載が間に合わずに、かなり少数の方になってしまって、思うよう

にお伝えすることができなかったんですが、昨日の３月分については市

報掲載もしておりまして、昨日は２１人お集まりいただけました。 

 結果として２月の分と３月の分というのは内容的に同じことを説明

させていただきました。まず１１月にやったときに、ＮＰＯ法人とは何

ぞやというところからありましたので、ＮＰＯ法人についてのお話をさ

せていただいて、その後、市としてやっていきたいことということで、

お話しさせていただいております。 

 申しわけございません。その懇談会の資料をきょうお配りしようかな

と思っていたんですが、今ちょっと用意されていなかったので、お配り

したいとは思っております。ホームページにも掲載はさせていただいて

おります。簡単に図になっているような、こういうものをつくりまして、

今お配りしますけれども、一定のご説明をさせていただいたということ

であります。 

 それで、質疑というか質問がやはりあったわけですが、２２日のほう

は周知が足りないとかというお叱りのお言葉を当然いただきました。ま

た、一定評価したんですが、１年たったところの評価はされていないと

いうところで、なぜ８月なんだというお話というのが出ておりました。

私どもとしては、やはり早く貫井北センターのノウハウを生かした運営

をしてサービスを拡大していきたいということで、お話しさせていただ

いております。 

 また、図書館と公民館の連携ということで、ビブリオバトルというの

をやっていくといったところ、またビブリオバトルというのはどういう

ものですかというご質問も実際ありました。また、そういったご説明を

したりとかしておりました。 
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 あと、財政効果がどうなんだというお話もありましたので、図書館で

３００万、公民館で６００万、これ、人件費だけの話ですけれども、お

よそ９００万という財政効果がありますというお話もさせていただい

ております。 

 ２月のときもいただいたのは、考え方としてはそういう考え方、オー

ソドックスであると、委託という意味で言われたんだと思いますけど、

そういうことがわかると。ＮＰＯに頑張ってもらいたいという意見もあ

りました。 

 結果的にはサービスの向上が図れるということであるので、また財政

効果もあると、それで若者についても、直接的にすっぽり当てはまると

いうわけではないんですが、貫井北のノウハウを生かしながら、そうい

った若者に対する活動もやっていけるのではないかというご意見はい

ただいております。 

 一方で、なかなかそういった活動が見えないところから、貫井北セン

ターはただの自習室になっているんではないかというご意見もありま

したが、そこはなかなか活動自体が見えるわけではないので、そういっ

た思いの方もいらっしゃるんだなというところもありました。 

 昨日のほうでは、やはり財政効果とかそういうお話が出ておりまし

た。あと、丸投げになってしまうんではないかというご心配もあったよ

うですが、そちらのほうは公民館運営審議会にもＮＰＯ職員のスタッフ

が参加しておりますし、私どもも連絡、意思疎通を図っているというこ

とで、一緒にパートナーとしてやっているということでご説明させてい

ただいております。 

 やはり議会でもお話が出たようなことも出ておりまして、やはり事務

局長が一度かわられているんですけれども、３月にまたおやめになると

いうこともありまして、そういったところは不安材料ではないのかとい

う言葉もありました。そこがまた心配であるというお話もいただいてお

ります。それだけをもって不安になるということはないんですが、そこ

は市としても一緒にやっていくのでというお話でさせていただいてい

るところであります。 

 また、どうしても有料化と結びつけられることがありまして、ちょっ

とそこも前回も出ていたんですけれども、第３次行革大綱というのがあ

って、皆さんごらんになったことがあまりないのかもしれないんですけ

れども、そもそもそういうお話があった上で、またこちらの委託という

のは全然別の話で、サービス拡大だということでお話しさせていただい

ているんですが、なかなか最後のほうまで、何と言うのかな、疑いとい

うか、そういうことを持たれている方がいらっしゃいました。有料化は

有料化で改めて、また内部で検討しているところなので、そういう話に

なれば公民館運営審議会にお諮りした上で、また皆さんにはお話しして

いくことになるということは、全く有料化の話がないとは言えないの

で、そういう話はあるということでご説明させていただいております。 

 あとは、利用者の方にとっては、今まで直営の職員だったらわがまま
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具体的には何かというのは聞けなかったんですけれども、わがままを聞

いてくれていたので、そういったところがなくなるのではないかという

不安があるということでした。 

 一つ、コミュニティを大事にしてほしいということがありますので、

そういったことを、また委託する際にはお願いしていくような形になる

のかなということで、全て可能かどうかというのは、またちょっと別の

話で、本当のわがままだときけないところもあると思うので、そういっ

たところは一定考慮させていただきたいという話がありました。 

 あと、人がかわるということがやはり不安なので、８月にいきなり新

しい人に会うのではなくて、事前に顔合わせができるといいなというお

話もいただいております。また、東のセンターまつりが７月に開催され

ますので、そこにもできたらＮＰＯ法人さんのほうに参加していただい

たりとかということも、そういう思いがあるというお話もいただいてお

りました。ＮＰＯさんのほうには、そういう働きかけはさせていただき

たいというふうな思いもありますし、７月のセンターまつりでもごらん

いただけると、かなりいいのではないかなと思っておりますので、その

辺を働きかけさせていただきたいなと思っておりました。 

 あと、施設の管理はどうするのかということで、従前どおりシルバー

人材センターの方が入っているということで、そこは全く変わりはない

と。市のほうからシルバー人材センターとＮＰＯ法人さんのほうに、２

つの委託をして運営していくと。また北町センターもそうであるという

ことでお話しさせていただいております。 

 問題があったときはどうすればいいのかというお話もありましたの

で、それは一時的にはＮＰＯさんでもいいんですけれども、それで解決

しないようでしたら、もちろん市のほうで対応できますので、その辺は

市と全く切れてしまうわけではないので、市にご連絡くださいというこ

とでお話しさせていただいております。 

 また、ちょっとまとめられたらその辺の意見も皆様に紙でお渡しして

いきたいなとは思いますけれども。ちょっと速報みたいな形で申しわけ

ないんですけれども、そういった形のご質疑あったということだけご報

告させていただきます。 

佐々木副委員長        ありがとうございました。 

 報告事項ではありますけれども、非常に重要な事項ですので。また、

我々も今後、今の説明だと５月ごろにまた評価に参加するということの

ようですので。ご質問、ご意見等あれば伺っておきたいと思いますが。 

 まず１つ、附帯決議の意味というのは、予算の附帯決議というのはど

ういう性格なんですか。拘束力があるものなんですか。 

前島公民館長  法的な拘束力はないというふうには聞いております。ただ、尊重すべ

きことだとは思っております。 

佐々木副委員長        予算については４月からの委託ということで……。 

前島公民館長  予算は８月からの委託ということで計上させていただいております。 

佐々木副委員長        計上しているわけですね。 
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 皆さん、いかがでしょうか、ご意見等あれば。 

 我々の答申を踏まえた付帯決議だというふうに理解しておりますの

で、従来からＮＰＯに委託する上では、専門性が確保されること、それ

から市民協働、公民連携の理念を踏まえること。市民サービスの維持向

上を図る、それから今までの成果が継承されると。それから十分な運営

能力を持った主体が長期的に担保される、そういうふうな条件に留意し

てほしいというふうなことを我々は前回の答申のときから言っており

ますし、また今回、それに加えて課題として、公民館運営の中長期の今

後の運営のプラン、そういったものが必要ではないかと。運営委託の考

え方をしっかりしてほしいというふうなこと。それから現在のＮＰＯ法

人の実態をしっかり分析するということ。 

 そして、現在もやっているわけですけれども、分館運営の検証と分析

をさらに進める。そして、今やっていただいていますが、東分館の利用

者への十分な説明をするというふうなことを課題としてお願いしてい

るということで、そのいくつかについては現在進行中で努力していただ

いているということを館長のほうからお送りいただいたと。 

 いかがでしょうか。 

亘 理 委 員        すみません。では、この８月からの委託料はずばりおいくらぐらいで

すか、予算的には。 

前島公民館長  少々お待ちください。 

佐々木副委員長        あと、付帯決議のコピーを持ってきていただいていいですか、あとで

我々のほうにも。 

前島公民館長  そうですね。急にもらったんで、ちょっと日付が入ってないものがき

てるんですね、議会事務局のほうから。多分、正式なものがほかにある

んだと思うんですけれども、内容的には変わっていないとは思っている

んですけれども。 

 公民館、図書館合わせて２,３７４万１,３８２円――２,４００万程

度ということでしょうか。 

亘 理 委 員        結構少ないですね。 

前島公民館長  こちらの予算のほうは、正式にはＮＰＯさんのほうに、理事会を通っ

ている予算ではないので。ただ、執行部の方と分室長、分館長、この辺

とはお話しさせていただいて、基本的には東センターの、公民館で言え

ば事業を引き継いでもらうという観点から考えておりましたので、そこ

までと。あと事務局の方はＮＰＯさんは一つの法人ですので、新たに人

件費というのを設定していなんですね。そういうところからこういった

形になりました。 

 今後お願いするにあたっては、その辺も具体的に考えていかなくちゃ

いけないかとは思うんですが、その場面ではこういう金額でということ

でいただいておりますので、また詳細についてはお願いするようになっ

ているので、詰めていきたいと思います。 

佐々木副委員長        ほかにいかがでしょうか。 

神 島 委 員  留意事項と問題事項と列挙してありますよね。この事項のそれぞれの



 

 8  

 

問題が解決され審議された結果が、私たち、委員会も含めて

了解したらば運営をＮＰＯのほうに委託する時期だという

ふうに書かれておりますよね。これが了解した時点、８月と

いうことですか。私たちも考えなくちゃいけない。 

 そこら辺がこの文章で、ここは問題、クエスチョンマーク

というところなんですけど。いかがでしょうか。 

前島公民館長  そこは逆に皆様のほうにもお伺いしたいということになりますので、

どこで良としていただけるかという話になるんだというような思いで

す。 

神 島 委 員  そうですよね。 

前島公民館長  したがいまして、そこに向けて私のほうは努めていくということし

か、今言いようがないんですが。そういうことでご理解いただきたいな

と。 

 ですから、そんなに先にそういうお話をするんではなくて、今回はこ

ういうお話になっているので、スケジュール的にもいろいろ考えなくち

ゃいけないので、そこを考えた上、また次回にでもお話しさせていただ

きたいなというふうに思っているところです。 

佐々木副委員長        日程を見ると４月、５月、それから７月に公運審が、８月前というと

３回。ただ、市のほうの意向としては、８月をめどにしてというふうな

考え方をお持ちのようですので、７月というのはいかにもあれですの

で、４月、５月あたりの公運審でしっかり説明していただくというふう

なことになろうかと思うんですね。 

 現在も、特に東センターを利用される住民の方々のご理解というのが

非常に重要だというふうに思っておりますので、きょうも資料とかいろ

いろ出していただいていますけれども、そういったいろんな疑問にしっ

かり答えて、不安なくやれるというふうな確信を持っていただきたいと

いうふうなことが大事だと思っております。 

 これから、きょうもあるそうですけども、どういうふうな経過かは報

告していただいて、我々のほうもそれに向けて意見を言いながら。 

神 島 委 員  そうですね、私たちももうちょっと勉強というか、問題点をいろいろ 

と取り上げた上で、もう少し審議をさせていただいて、短い期間の間に

上手な答えが出れば実施が可能というような感じに運んでいきたいと

思っています。それでいいですよね。今、ここで言ってみても。 

佐々木副委員長        ただ、ここで意見があれば話をしていただいて、改善していただくと

いうふうなこともあろうかと思います。 

神 島 委 員  よろしいでしょうか。 

 住民の方々とお話し合いをして、住民の方々の考えがわかっていると

思うんですね。多少、具体的に私どもに問題点などちょっと明示してい

ただければ幸いかなと思うんですが、検討の余地があれば。 

前島公民館長  そうですね、やはり利用者の方にとって一番心配なのは、今までと変

わってしまうんじゃないかというところが一番心配なところなんです

ね。ＮＰＯ法人さんになったことで、今までできたことががらっと変わ
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ってしまうんじゃないかという不安が一番大きいと思います。 

 そうすると、逆に基本的に、変わらないのに何でやるんだというお話

になってくるわけなんですが、それはわかりにくいかもしれないんです

が、市としての運営のあり方として、市民協働という地方自治の理想と

するところがありますので、市民主体となって運営をしていくというこ

とをご説明するんですが、なかなかそこはちょっとわかっていただけな

かったりすることもあるんですね。 

 ただ、そういったことを説明しながら、あとは財政効果は含まれてい

くので、効果的な運営、今まで非効果的だったのかというと、そういう

わけではないんですが。そういったこともさらに続くということです。 

 ですから、利用者の方々にとっては今までどおり部屋が借りられて、

今までどおりの活動ができて、わがままの内容はわかりませんが、多少

のわがままは聞いてもらえるということが大前提の条件だというふう

に思っております。そういったことの質問が多かった。あとは基本的に

は時期尚早とか、そういうお話があったが答申をいただいておりますの

で、そこがクリアできればクリアできるのかなというところです。 

立 川 委 員        そのＮＰＯ法人さんの事務局長がおやめになったということで、想像

するのに裏方のかなめだと思うんですが、対策中なのかもしれないです

けど、そこはどういうふうに対処する予定なのか、まだわかってないん

でしょうか。 

前島公民館長  そうですね、次の方というのはもう決まっていると伺っておりますの

で、引き継ぎ等もやっていただけると思っております。また、空白期間

ができるというわけではないので、そこについては組織として引き続き

事務局長がいらっしゃるということではありますが。まあ、かわるとい

うことは、いろいろわからない部分も多いかと思いますので、そこは私

どもがフォローできるところはフォローさせていただきたいなという

ふうに思っております。ただ、ＮＰＯさんの中のことなので、どこまで

できるかというのもありますけれども。支援できるところは支援してい

きたいと、一緒にやっていきたいと思っております。 

佐々木副委員長        事務局長以外のスタッフの中で、例えばたくさんおやめになっている

とか、そういったことはないんですか。 

前島公民館長  実は、事務局のほうの方がお一人かわっております。ほぼ同じ時期に

おかわりになっているということですが。その事務局員の方のほうは、

引き続きをやっていただけるんではないかと、そういう話は聞いてない

ので、そのまま引き続きやっていただく。あと、実際のスタッフについ

ては変更ないというふうに聞いています。 

佐々木副委員長        １回見学したとき、やっぱりスタッフの方がしっかりされているなと

いう印象だったので、スタッフの方までやめるとかということだと、ち

ょっと組織的に何か問題があるのかなということも考えちゃいますの

で。安定した形で運営されている組織だという、そういった安心感はや

はり利用者の方々もほしいなと思うだろうと思うんですね。 

 いかがでしょうか。 
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 それでは、この案件については、また４月、５月と継続して、事務局

のほうから報告いただきながら、我々もそれに対して意見を申し上げて

いくというふうにしたいと思います。 

 

 (2) 都公連委員部会運営委員会について 

佐々木副委員長        それでは報告の(2)番目に移らせていただきます。都公連委員部会運

営委員会ということでよろしくお願いします。 

亘 理 委 員        昨日、３月２５日、２６年度最後の委員部会がありました。各委員の

振りかえりがあったんですけれども、共通して皆さんが言うのは、まず

今年度の委員部会は非常に充実していた。なぜかというと２点、まず公

民館の活性化というテーマを挙げて、それに沿った研修を３回行い、そ

の研修の講師の方々も、今までとは違った若い３０代、４０代の先生方

をお招きし、私たちも新しい視点でものごとを見ることができたという

ことです。もう一つは、必ず会議において輪番で各市の情報提供を行っ

たこと。他市のことがとてもよくわかったということです。この２点で、

皆さん、いい１年であったということでした。 

 今、配付してあります、この要望書を、今年度２６年度の都公連委員

部会より公民館連絡協議会の会長であります日野市の阿井会長に提出

いたしました。ちょっと読み上げます。 

 １、非加盟市へ、都公連の利点などを説明し、再び加盟することの呼

びかけをより強く行うこと。２、非加盟市の社会教育関連委員に向けて、

委員部会研修会に参加することにより情報交換や他市との連携を図る

ことなどができ、学習する市民への支えにつながることを伝えていくこ

と。３、脱退せざるを得なかった各市の公民館を取り巻く状況や問題点

を調査し、課題解決に向けた基礎資料を作成すること。 

 １２市１町でやってきたのが、東村山市がこの３月で脱退されますの

で、１１市になってしまいます。それを踏まえまして、この要望書を３

月１８日に提出いたしました。３年前にも同じような要望書を出したそ

うなんですけれども、そのときは次年度に送っていきますというふうに

受けられて、そのままになってしまっているということです。 

 委員部会の報告としては大体以上ですが、１つ、委員部会ではいつも

都公連の役員会についての報告があります。その都公連の役員会につい

て、なぜ委員部会で話し合い、委員部会で、例えば４月１５日にこうい

う総会がありますとか、今度の関ブロが１１月に行われますとか、そう

いうことを協議するのか、そこがちょっとおかしいんじゃないかという

話になりましたけれども、実際、この都公連で一番動いているのは委員

部会、一番熱心にやっているところは委員部会で、館長部会も職員部会

も、職員部会は関ブロがありますので、忙しいようですけれども、熱心

に話し合ったりしているのは、この委員部会のみなので、やはり委員部

会から都公連、役員会の報告をどんどん各市にも発信してほしいという

ことでした。 

 報告は以上です。 
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佐々木副委員長        ありがとうございます。 

 この要望書、結局、前回出たときはこれに応じていない、具体的に対

応をしているということではないんですね。 

亘 理 委 員        ないです。そのまま流れているので。今回、また東村山市さんが脱退

したということで、危機感を持ちまして、みんなで話し合い、こんなも

のを出すことにしました。 

佐々木副委員長        また、そういうことにはならないんでしょうね。年度も変わるんです

けど。 

亘 理 委 員        今度は具体的に、それこそ動く何か専門委員会でもつくって行動して

もらうことを見守っていこうということです。 

佐々木副委員長        何か皆さんのほうから。 

山 田 委 員        今回の東村山の脱退については、向こうの東村山の言い分というのは

何か聞いているんですか。 

亘 理 委 員        はい、公運審もそのままですし、いきなり市から脱退するということ

を言われたと、最初は憤慨していらっしゃいましたけれど、もう諦めて

何もないようです。 

山 田 委 員        ああ、理由がわからないけど、とにかく市のほうから脱退すると。 

亘 理 委 員        理由は、次に会長市になるという負担が大きかったと思います。それ

から中央公民館の建てかえですね、改修工事、それは負担がとても大き

いんだそうですね。 

神 島 委 員  しようがないね。 

山 田 委 員        わかりました。 

亘 理 委 員        次に話そうと思ってたんですが。 

 情報交換でさまざまなことがわかりますが、国分寺市はいよいよ５館

体制がはずれてしまいまして、廃止になりました。５館の公運審委員が

それぞれいたんですけれど、全員４月で任期切れだそうです。開始まで

の７月は、何と公運審委員がいない状況で、５月、６月は都公連にも出

られませんということでした。 

 小平市には、仲町にものすごく立派な公民館が建て直しされたらしい

です。デザイナーズ公民館だそうです。目が回るようだということでし

たから、どんなにすてきかと思って、ちょっと行きたいなと思っており

ます。 

 それから、西東京市も企画実行委員の募集を初めております。 

 そういうようなことがとてもよくわかるので、委員部会はいろんな方

に出席してもらいたいなと思って。 

 以上です。 

佐々木副委員長        委員にとって一番勉強になる部会なんでしょうね。職員さんとか館長

がそれなりに行政でいろいろ情報が入ってくるでしょう。委員にとって

は、今はしょっちゅうかわりますからね。 

亘 理 委 員        はい、そうですね。 

佐々木副委員長       よろしいでしょうか。 
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 (3) 平成２７年度公民館運営審議会等日程について 

佐々木副委員長        それでは次に入ります。平成２７年度公民館運営審議会等日程につい

てということで、事務局、お願いします。 

山﨑庶務係長  お配りした資料の中で、案として一応出させていただきました。来月

以降のお部屋をお取りする必要がございましたので、一応年度として年

間の、今の時点でわかっています計画をお示しさせていただきました。

４月以降のご都合を入れていただければ幸いでございます。よろしくお

願いいたします。 

佐々木副委員長        こういう日程で企画しているのでということですね。 

 何か皆さんからあれば。この予定でということですね。 

山﨑庶務係長  はい。木曜日の午前中で入れさせていただきました。 

佐々木副委員長        じゃあ、この日程を皆さん手帳に書いていただいて。お願いしたいと

思います。 

 そうか、１１月はまだですね。 

山﨑庶務係長  そうですね、図書館のほうが当番になるんですが、三者の合同会はで

すね、やはりうちと一緒でして９月８日が任期となっておりまして、改

選後の方で日程を決めるということでございました。 

佐々木副委員長        この期の公運審は最後は９月。 

山﨑庶務係長  そうですね、一応定例会は７月までになります。 

佐々木副委員長        定例会は７月で、この期の公運審は最後ということですね。 

山﨑庶務係長  はい、予定どおりですと。また臨時ということがございましたら、別

ですけれども。 

佐々木副委員長        ９月からは新しいメンバーでのスタートというふうなことですね。 

山﨑庶務係長  改選後のメンバーです。 

佐々木副委員長  とりあえず７月までは全員このメンバーですので、よろしくお願い

します。 

 

 (4) 公民館事業の報告について 

佐々木副委員長        それでは報告事項の(4)に入ります。公民館事業の報告について、お

願いいたします。何か質問等あれば、資料ごらんいただいて。山田さん

どうぞ。 

山 田 委 員        貫井北分館、６ページですね。貫井北の場合は、かなり若者には力を

入れていると思うんですけれども、「私らしい生き方」、成人学校で、

目的のところで「２０歳代及び３０歳代の年齢層を集め」というふうに

書いてあるんですけれども。実際のところは、これはどの年代の方が集

まったのか。 

佐々木副委員長        いかがでしょうか。 

村山貫井北分館長        目的の企画の段階としては、２０代、３０代、なかなか公民館に足を

運んでいただけない年齢層をターゲットとして企画したんですが、実際

はそういう年齢の方もいらっしゃったんですが、高齢者と呼ばれている

７０歳とか８０歳の方も私らしい生き方って何だろうということでご

参加いただきました。それはごく少数で、２人ほどだったんですけど、
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ほかは２０代、３０代、そして４０代の方も案外いらっしゃったという

状況です。 

佐々木副委員長        おおむね想定した年代の方が集まったと。 

村山貫井北分館長        そうですね、最初は２０代と３０代をメインで進めたかったんですけ

ど、ふたをあけてみたら、そういう年齢差を超えたところでトークとい

うか、７０代の考える私らしい生き方って何だろうみたいな、そういう

意見交換をして、お互いに気づきというか、そういうふうに事業が進ん

だので、これはこれでよかったのかなという感想を持ちました。 

小 島 委 員  今の質問に関連してなんですけれども、募集のときは若者対象という

ことを明記して募集したんでしょうか。 

村山貫井北分館長        いえ、それはないです。ただ、内容と講師の方、コラムニストの加藤

弓子さんという方は、雑誌とかで恋愛相談みたいなところで結構投稿さ

れているので、やっぱり女性、若い方、特に結婚されていない方とかに

非常に人気のある方ですので、それを見越せばある程度年齢というのは

若干若い人が埋めるかなと見込んでの募集でした。 

佐々木副委員長        よろしいでしょうか。ほかに皆さんのほうから何かあれば。 

山 田 委 員        もう一つよろしいでしょうか。 

佐々木副委員長        どうぞ。 

山 田 委 員        同じ貫井北分館なんですけども、次のページで、公民館での保育サポ

ーターをやってもらえるような方を呼びたいというんですか、そういう

方を育成したいみたいなことが書いてあるんですけれども。今、公民館

全体で保育がついている講座みたいなものはどのぐらいあって、どうい

う方が保育係をやっているのか。 

若藤事業係長  現在、少年教育事業ですと子どもの人権講座とか、あるいは成人学校

全般、それから男女共同参画講座、これは市民がつくる自主講座に切り

かわっておりますけれども、そちらにそれぞれ保育がついております。 

 それから保育者につきましては、ここで活動している、保育サークル

にお願いしたりですとか、あるいは個人にお願いするケースもございま

す。基本は保育をやっているグループにお願いするのが中心でございま

す。 

山 田 委 員        貫井北でやった公民館での保育サポーターとして実践に移せるよう

にというのは、そういう人を確保するという意味では結構いい企画だと

思います。 

若藤事業係長  おっしゃるとおりで、講座が集中したりすると、やっぱり１つのグル

ープだとなかなか対応ができなかったりですとか、その中でもいろいろ

とローテーションとか人を確保することが難しい部分もあるので、こう

いう形で新しいグループなり、人を集めるというのは、今後も保育付き

の講座を充実させるという意味では有意義かなと思っています。 

佐々木副委員長        ほかにないでしょうか。 

宮 澤 委 員        最後のページ、１１ページにある貫井北分館の若者コーナーの講座な

んですが、一応１日５時間、このような長時間というのは、やはり外に

出た場合はあり得ますけども、館内でやるときの５時間というのは初め
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てのように見受けられます。このときに、中の感想のところにも昼食の

ときによかったと感想が書いてありますが、このときお弁当などはどの

ような方法でやられたのか。持参なのか、それともこの募集のときに、

何か用意されたのか、その点。やはり５時間って長時間ですので、どの

ように。内容は大変よかったように拝見いたしましたが。そこのところ

はいかがだったでしょう。 

村山貫井北分館長        持参していただくものに、飲み物のほかにお昼ごはんということでの

募集で。今お話があったように、午前と午後、ぶっ通しでのこういうダ

ンスというのは初めてでして。結果的には、昼御飯ときって、皆さん各

自でとられてよかったんですけど、皆さん解散することなく、ホールで

皆さん、囲んでという感じで昼１時間とりまして。そこで皆さん自己紹

介をやったり、いろいろ意見交換とか、すごく温かい感じで非常に、１

日教室のダンスで最初は疲れてしまうとか、どうかなと心配はしたんで

すけど、３世代、本当にお子さんから高齢者の方までが１つのダンスを

通じて、体を動かすとやっぱり皆さん意外と親しくなりやすくて、お弁

当のときも皆さんバラバラにならないで、ホールの中でお弁当をとりな

がらいろいろなお話をしたという意味では３世代交流のイベントとし

てはよかったのかなという感想を持ちました。 

宮 澤 委 員        ありがとうございました。そうだろうと思いましたけども。 

佐々木副委員長        ほかにいかがでしょうか。 

亘 理 委 員        貫井南分館の琵琶の演奏会ですけれども、今までは普通のコンサート

という形でしたけれども、何かとても賑わっている様子が伺えますが、

雰囲気はいかがでしたか。 

松 本 主 査        最初はやはり琵琶ということで、私も聞いたことがなかったんです

が、重たい雰囲気かなと思ったんですが、意外とリズムよく、軽く聴け

るようなものでありまして、皆さんとても気持ちよく聴いていた雰囲気

がすごく会場内に漂っておりました。以上でございます。 

佐々木副委員長        ほかに何か。よろしいでしょうか。 

 それでは報告事項については終わりにしまして、そのほか、何か報告

事項ございますか。 

事 務 局  特にございません。 

 

２ 協議事項 

 (1) 東京都公民館連絡協議会委員部会委員、定期総会代議員（２名）の選出について 

佐々木副委員長        ２の協議事項のほうに移らさせていただきたいと思います。 

 平成２７年度東京都公民館連絡協議会委員部会委員、定期総会代議員

を２名選出しなければならないんですが。 

若藤事業係長  庶務係長が席をはずしておりますので、私のほうからお話しいたしま

す。 

 ４月１５日、水曜日、毎年行われる都公連の定期総会ということで、

案内が日野市のほうから来ております。公運審の皆さんには２名という

枠でご出席いただきます。もしできましたら、この場で選んでいただく
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ようお願いしたいと思います。もし、出られない場合は委任状という形

でも対応ができるということですので、２名の方をお選びいただければ

と思いますが。 

宮 澤 委 員        時間は何時からになっていますでしょうか。 

若藤事業係長  午後２時からです。 

佐々木副委員長        そうすると３人選べばいいの、委員部会の委員と総会の代議員２名

と。 

若藤事業係長  代議員ということで２名選出なんですけれども。そうですね、委員部

会の委員と代議員ということで３名です。 

佐々木副委員長        ３名を選ぶということですね。 

亘 理 委 員        立川さんは監事としてお出になりますね。 

佐々木副委員長        そうですか。委員部会委員は亘理さんの仕事を引き継ぐ方を１人選ん

で、それ以外に総会に出ると。立川さんは代議員じゃない別に出るとい

うことなんですね。 

立 川 委 員        監査は事前にしなきゃいけないので。 

佐々木副委員長        じゃあ、まず最初に委員を選ばなきゃだめだということですね、最初

に。こっちがまず優先ですね。 

神 島 委 員  そうですね、委員が先ですよね。 

佐々木副委員長        委員が、これは任期はあれでしたっけ、４月から３月の１年間。 

亘 理 委 員        １年間です。それで、今私が出させていただいて２年しましたので、

先ほど申しましたように、本当に勉強になる充実した熱心な会ですの

で、いろいろな方にその感激を味わっていただきたいなと思います。一

応きのうはさよならの挨拶をしてまいりましたので、よろしくお願いい

たします。 

佐々木副委員長        皆さんは総当たりでやるという仕組みはもっともなのかなと思いま

すが。 

 前回、話をしましたけど、結局７月で終わる方はできないということ

なので、引き続きできる方というふうなことに。宮澤さんできますか。 

宮 澤 委 員        この前もなんか、亘理さんの後任ということはすごく重荷に感じるん

ですけれども、私なりでよければ勉強させていただきたいと思いますの

で、至らないんですけれども、ご報告ができないかもしれませんけれど

も、私自身の勉強のつもりで引き受けさせていただきます。 

佐々木副委員長        ありがとうございます。 

亘 理 委 員        １年間会場が狛江市になりまして、ちょっと遠いのでね。 

宮 澤 委 員        狛江市、わかりませんので、あとで一緒に。 

佐々木副委員長        宮澤さん、よろしくお願いします。 

 それ以外、定期総会の代議員２名ということですので、どなたでも。 

亘 理 委 員        これは私が出たいなと思っております。 

佐々木副委員長        じゃあ亘理さんが１人。あとほかにもう１人。 

宮 澤 委 員        私が……。 

佐々木副委員長        委員は。 

宮 澤 委 員        委員は受けてなくてもいいんじゃない、亘理さん、この場合。まだだ
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からね、総会だからね、よろしいんですよね。 

若藤事業係長  そうですね。総会の代議員とは。 

宮 澤 委 員        違いますものね、別ですものね。何か、この前伺ったときに。 

佐々木副委員長        兼ねちゃってもいいのね、委員が代議員も兼ねちゃっていいのね。 

若藤事業係長  確認させてください。申しわけございません。 

宮 澤 委 員        ああそうか、４月から変わると。 

亘 理 委 員        他市では結構、委員部会のほとんどの方が総会にも出ていらっしゃい

ました。 

佐々木副委員長        ああ、そうですか、代議員だと言えばいいのかもしれないですけどね、

それを禁じる規定があるとは思えませんけれども。 

神 島 委 員  兼ねちゃだめだったら文章化になっているでしょう。 

山 田 委 員        たしか記憶では兼ねてよかった。 

宮 澤 委 員        小金井市でやったおととし、兼ねてたよね。 

佐々木副委員長        兼ねてましたか。じゃあ、一応、宮澤さんと亘理さんで出席いただい

てということで。時間を見ながら、もしだめであれば最後のほうで。 

 では、現在のところでは、まず委員のほうは宮澤さんがお引き受けい

ただけるということで、定期総会は宮澤さんと亘理さんがご参加いただ

けるということで確認しておきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

前島公民館長  すいません、先ほどその他でないと言ってしまったんですけど、そち

らに流れていくと思わなかったので、ごめんなさい。 

 ひとつその他でご確認させていただきたいと思います。 

佐々木副委員長        報告のその他ね。 

前島公民館長  はい、報告のその他で。 

 実は福祉会館の建てかえのことを言わなくてはいけないと思ってい

たんですが、すみません。 

 今回の議会のほうに建てかえの設計の予算を上程していましたが減

額補正をしたという経過がありました。また、議会では様々な意見や質

疑があり福祉会館の部分につきましては４月１４日に連合審査会であ

らためて審査していくという話になっております。 

 計画のほうにそもそも公民館が入っていないというところがありま

して、そこも１つ問題になっておりました。 

 私のほうも少しずつお話をさせていただいているところですが、今後

の動きとしては、今の状況からすると私のほうもどうなっていくのかな

というのが実際あるところなんで、ただ庁内のほうで関係各課とおそら

く意見交換しながら、またやっていくことなんだろうなと。 

 また、議会でのご意見として仮移転というお話も出ているなかで、今

後、こういったことは庁内で詰めていくんだろうなというふうに思って

おりますので。公民館といたしましては、こちらの意見を十分伝えなが

ら進めさせていただきたいなというふうに思っております。 

 継続して使用できるのかどうかという議会での意見などもあり、市と

して考えた結果次第ではスケジュールも変わってきてしまいますし、皆
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様にお伺いすることも全く変わってしまうので。こうだったら、こうだ

ったらという意見をお伺いするのは、大変失礼かなと思っておりますの

で。ちょっと私のほうも今、どういうふうに皆さまの意見を聞けばいい

かというのを自分の中で詰めていかなくちゃいけないなという状況に

おりますので、ちょっとそこだけご理解いただきたいなというふうに思

っております。 

佐々木副委員長        何かございますか。また次回、わかり次第ですね。 

前島公民館長  そうですね。常に、随時ご報告していきたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

佐々木副委員長        さっきの件は。 

若藤事業係長  確認いたしました。委員の方が兼任しても大丈夫ということです。 

佐々木副委員長        ありがとうございました。 

 

３ 審議事項 

 (1) 公民館事業の計画について 

佐々木副委員長        そこも確認しましたので、３、審議事項、(1)公民館事業の計画につ

いてというところに入らせていただきます。 

 Ａ４の横の資料ですが、これについて何かご質問等あればお願いした

いと思います。どうぞ、亘理さん。 

亘 理 委 員        青年学級ですけれども、いつも盛況でたくさんの方がいらっしゃいま

すけれど、定員５０人といいますのは、これはもし定員にはずれて来ら

れない方もいるということですか。 

若藤事業係長  現状を申し上げますと、実は、一般公募というんでしょうか、市報と

かそういったもので現在募集をしていないところでございます。という

のは、５０人という定員なんですが、特にここ数年大きく学級の方が入

れかわるということがありません。古くから参加している方も多く、新

しく来る方も一応見学いただいております。活動の様子を見ていただ

き、ていねいにご説明して、入っていただくかどうか講師と相談しなが

ら進めています。基本、なるべく来たい方は受け入れをしたいところで

ございます。特にたくさんの方が問い合わせをしてくるということが、

今のところありませんので、講師とお話をしながら、できる限り受け入

れられる方は受け入れたいという考えです。 

亘 理 委 員        かなりお年の方も。 

若藤事業係長  そうですね、やっぱりおやめいただくとかということもできない、そ

ういった方はやめちゃった後にどこに行くかということもなかなか難

しいので。そのあたりもちょっと考慮させていただいております。 

佐々木副委員長        ほかにいかがでしょうか。 

立 川 委 員  北分館の行事って、前回出たんでしょうか。 

佐々木副委員長        北センターのですね。 

村山貫井北分館長        そうですね、前回、すべて出しました。 

佐々木副委員長        前回の会議で出たんですね。 

 よろしいでしょうか。なければ審議事項(1)を終わります。 
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 (2) 小金井市公民館手帳（案） 

佐々木副委員長        次に(2)として小金井市公民館手帳についてということで、案を出さ

せていただいておりますので、まずとりあえずは意見ですね。山田さん、

お願いできますか。 

山 田 委 員        前回、第４章と第５章の案を出したんですけれども、時間がなくてそ

の場で意見を述べることができなかった。１枚もので、公民館手帳（仮

称）第４章・第５章の意見と書いたものがあるんですけれども。これは

藤井委員長のほうから意見が来まして、それを考えた結果です。 

 公民館運営審議会・公民館企画実行委員の第４章ということで、公運

審では何をしているのかというところで、まず年９回の定例審議会とい

うことを書いたんですけれども。その中で、公民館事業の審議と書いて

あるんですが、意見のほうでは公民館事業の報告や計画についての審

議、だからただ「公民館事業」ではなくて、「公民館事業の報告や計画

についての審議」としたほうがいいという意見です。 

 それから、「青少年のための科学の祭典」への参加（公民館のＰＲ）

と書いてあるんですけれども、これがかっこの部分がＰＲじゃなくて

「公民館の広報活動」というふうに、言葉の問題ですけれども、直した

らという意見です。 

 これはどうですか。 

佐々木副委員長        どうしましょうか、時間の関係もありますので、とりあえずこういう

ふうに直したということでいいですね。 

山 田 委 員        特に内容を変えたわけじゃなくて、ちょっと言い方を変えたというこ

とです。 

 それから第４章の１４ページで、「公民館運営審議会委員の構成」と

いうのがあって、公募委員についての記述はどうするかという意見だっ

たんですけれども。原案のほうでは、社会教育法の改正について述べた

後、小金井市の公運審委員の構成等は「小金井市公民館運営審議会規則

に定められている。」というふうにあるので、その中に公募委員も入っ

ているのかな。 

佐々木副委員長       入ってます。 

山 田 委 員        入ってますね。なので、これは特に公募委員については、ここでは触

れなくていいかなと。詳細は第７章参照ということをこの後、かっこし

て追加すればいいんじゃないかと思いますけれども、ここはどうでしょ

う。第７章に一応書いてあるんですよ、小金井市公民館運営審議会規則

ということ。だから、この１４ページの部分には、特に公募委員という

か、公運審委員の構成の詳細については、ここでは紙面の都合で書かな

いでおこうかと思うんです。 

佐々木副委員長        よろしいですね、ここはね。 

山 田 委 員        それから６番の公民館企画実行委員ということで、意見のほうでは、

活動内容の項目の記述の順番を変えたらどうかということで、多分思い

は重みの重いほうから下げていったんだと思うんですけれども。下のほ
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うに原案が書いてありますが、どこを変えたかというと、１番目と２番

目を入れかえたということですね。私は特にそこら辺までは考えて案を

つくってなかったんで、これは意見の順番でもいいと思うんですけれど

も、どうですか。 

佐々木副委員長        よろしいですね。 

山 田 委 員        裏のほうの第５章「公民館が加盟する団体とその組織・活動」という

ことで、公民館が加盟する団体ということで、意見では、原案の順番を

地域住民から小金井市公民館、東京都公民館連絡協議会、全国公民館連

合というふうに矢印で順番を変えたらどうかということだったんです

けれども。下のほうの原案で採用していたのは他市のものを利用させて

いただいたんですけれども、三角形が書いてあって、三角形にすると組

織構成を示すように受け取られるので、藤井委員長の考え方もやはり違

うということがありまして、三角形をはずして、ただ並べただけでどう

かなと私は思ったんですけど、どうですか。上の意見のほうの矢印とい

うのも、矢印の意味がわからないような気もするし。 

 私の案としては、三角形をはずして、ただ連合会の名前を並べて書け

ば、それでいいかなと思うんですけれども。 

佐々木副委員長        いかがでしょうか。ピラミッド型がよくないという話が出たんです

ね。 

山 田 委 員        そうそう、三角形を書いていると、多分、それが１つの組織の中のセ

クションだと思われる。下に書いてあるのが、一番上のセクションだと

思われますので、違うんじゃないかということだったんだと私は理解し

ているんですけれども。 

 別々の組織なので、ただ、それぞれが加盟するかしないか、例えば全

国公民館連合会は、東京都公民館連絡協議会は加盟していますけれど

も、そのほかの県も連絡会は加盟しています。だから、全国公民館連合

会の下に各県の公民館連絡協議会があるわけではないということです。 

小 島 委 員  それは問題提起したのは私なんですけれども。どうしても三角形にな

っちゃうと組織図に見られちゃって、縦の組織じゃないですよね、これ。

確実に横の組織で図式化が大変難しい横の組織なんで。山田委員が直さ

れたように４７都道府県が参加とかというような書き方のほうがいい

んじゃないかと思います。 

山 田 委 員        この文科省の冊子にも全公連と書いてありますけれども、その下の組

織は書いてないですね。それで、都道府県公連一覧というのもあります

けれども。だから、その名前を公民館連絡協議会という名前じゃないと

ころもありますね。例えば北海道は公民館連絡協議会じゃなくて北海道

公民館協会というふうになっていますので、全公連の下部のセクション

ではないということですから。 

 じゃあ、矢印なくて、私のほうの３つ並べることでよろしいですか。 

佐々木副委員長        そうですね。矢印はまた意味が難しくなりますからね。 

 じゃあ、山田さんのものを採用してということで。 

山 田 委 員        ちょっとこれは４章、５章じゃないんですけれども、前回の第３章の
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「公民館とは」について、１番に公民館の三本柱の上に屋根がついた絵

が載ってたんですけれども、これは今は公民館の考え方も変わっている

から、これはここじゃなくて１章の歴史のほうじゃないのかという、だ

から移したらどうかということがあったんですけれども。第３章には、

今言った屋根のついた三本柱の絵が書いてあって、その図に昭和４０年

に全国公民館連合会の出した考え方があって、その後、公民館が邁進し

ていることということが書いてあって、現状を書いてあるんですけれど

も。そういうことで、公民館の変化みたいなことが書いてあるので、こ

こに書いてあってもいいかなと私は考えました。 

 それで、「第１章の公民館の歴史的背景に述べたが昭和２１年の文部

次官通牒を図で表すと以下のようになる。」ということを、三角形の家

の図のところにはそれを加えたらどうかなと思います。 

佐々木副委員長        よろしいでしょうか。 

山 田 委 員        それを出されたのは佐々木副委員長なんですけれども。 

佐々木副委員長        私はそれで結構です。また、最後に見直してみて、そこのところでま

た、今のところはそれで。 

山 田 委 員        それで、もう一つ、これは多分出ていないんですけれども。巻頭に「ま

えがき」という部分を書いたんですけれども、これはちょっと知識のあ

る方で文章のうまい方にもう一回考えていただければと思うんですけ

れども。原案の下にこれを追加したいんですけれども。 

 なお、公民館を取り巻く社会状況は、近年急激に変化しており、内容

について折に触れて見直す必要があります。特に第７章には法令を記載

していますので、公民館運営審議会を引き継いでいく方には定期的な見

直しをお願いします。こういうような文章を一応まえがきの部分に入れ

たい。またそれについて意見があったら、言ってください。 

 今のはほとんど藤井委員長の意見に沿って書いたんですけれども、ほ

かに前回は時間がなかったんですけれども、特に意見があるか。 

佐々木副委員長        藤井委員長はしっかり見ていただいたということですが、ほかにもい

かがでしょうか、５章。藤井委員長以外の委員も本当はしっかり見なき

ゃいけないということなんですが、私も含めてですね。 

 時間があと５分ぐらいになってしまったんですが。６章はどうしまし

ょうか。 

山 田 委 員        ６章は「公民館の新しい試み」ということで。 

佐々木副委員長        もし、見ていた方で気がついた点を今ここで言ってもらうという形に

して、また指摘があれば山田委員のほうにご連絡いただくという形でい

いんですかね。 

神 島 委 員  それでいいですよね。 

佐々木副委員長        今指摘することがあれば、今短時間で言えることは言っていただくと

いうふうなことにしたいと思いますが。いかがでしょうか。 

神 島 委 員  また、うちに帰って読んできます。 

佐々木副委員長        そうですね。 

宮 澤 委 員        次に印刷するときのためなんですけれども。２８ページの下から４行
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目の第２条のところ、これ、「泉」になっている、東京都の「東」、コ

ピーするときに見逃したらいけない。 

佐々木副委員長        委員部会は「泉京都」という。 

宮 澤 委 員        内々でいいと思ったけど。 

山 田 委 員        これは前にも言ったんですけど、打つときというか、見本があるもの

ですから、それをスキャナーで画像でとってテキストに直しているんで

す。その画像からテキストに変換するときに認識ミスが何パーセントか

出るんです、それ直します。 

 それで、これの２０ページ、次のめくって、５番に全国の動向という

ことをちょっと書きたかったんですけれども。社会教育法などの法律を

見ると結構変わっていて、変化が激しいなとちょっと感じたもので。小

金井市で新しい試みをしたけれども、全国の動きはどうなんだというこ

とを書きたかったんですけれども。ちょっとここはできれば専門家であ

る佐々木副委員長のほうでてこ入れしていただければ。 

佐々木副委員長        はい、わかりました。 

山 田 委 員        皆さんも、これについてあったら教えていただければ。 

 前回、ちょっと私が、うちはセールス電話とかが結構多いんで、電話

じゃないほうがいいよと言ったんですけれども、取りますので、電話で

もいいですから連絡ください。 

 次はどうするかですけれども。いつまでに完成させなきゃいけない。 

佐々木副委員長        そうですね、いずれ今期中にですよね。 

山 田 委 員        今期中にはやらないといけない。 

佐々木副委員長        今期中にはやらなきゃだめなんで。そうすると、結局、これ７章で終

わりですね。 

山 田 委 員        終わりです。 

佐々木副委員長        そうすると、今回ので山田さんに全部出していただいたということで

すので、次回は皆さん全員が意見をしっかりまとめて、じゃあ次回のと

きに、ペーパーでもいいですし、それぞれ出すことにしますか。そして、

まず５月にできたものをみんなでいったん見てみる形にしますかね。 

山 田 委 員        なんか４月にどうのこうのっていう話もあったんですけど。特に４月

という時期が必要でなければそれでいいと思います。 

佐々木副委員長        それでいいですか。ですから、多分議論している時間がない可能性が

あるので、修正するときは、手書きでもいいですから、ここはこうした

ほうがいいとか、そういったものを４月に山田さんに寄せていただい

て、それを踏まえて５月に一応あらあらで結構なので、完成品をいった

ん皆さんで見て、そして７月に完成版をみんなで見たいというような形

でいかがでしょうかね。 

 今までかなり藤井委員長におんぶに抱っこでしたが、委員の皆さんも

今までのところを見て、必要なところをペーパーにして持ってきていた

だくというふうなことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。ち

ょっとお手数かけますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 審議事項は以上ですが、ほかに皆さんから。 
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山 田 委 員        ちょっと興味で聞くんですけれども。月刊こうみんかんで市民映画会

というのがあるんですけれども。これ、ちょっと私の年代にしては結構

懐かしいようなものがよくあるんですけれども。これの参加って何人ぐ

らいなんですか、大体。 

若藤事業係長  内容によっても参加人数は違うんですが、今回は「東京物語」という

作品を先日２１日に上映しまして、午前、午後合わせると７０名ほどが

参加されました。 

山 田 委 員        当日、直接会場で先着７０人というのは、午前３５人、午後３５人と

いうことじゃないんですか。 

若藤事業係長  ええ、各回の定員が７０人なんですが、午前中が４６名、２回目が３

０数名です。 

山 田 委 員        毎回、そのぐらいですか。 

若藤事業係長  これはいわゆる名作と呼ばれるものなので、昔を懐かしんで結構高齢

の方がお集まりになりましたが、中には若い方もいらっしゃったんです

が、やはり映画のタイトルによって、毎回ばらつきはございます。 

山 田 委 員        わかりました。非常にここら辺の年代では懐かしいなと思うんですけ

ど。ちょっと興味だけ。 

佐々木副委員長        ほかに何か皆さんのほうから。 

亘 理 委 員  明日、北センター祭りです。 

佐々木副委員長        ということですので。 

 事務局のほうから何かありますか。 

事 務 局  特にございません。 

佐々木副委員長        それでは以上で終わりにしたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 

── 了 ── 

 


